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新
た
に
起
業
を
目
指
す
活
力
あ
る
元
気
な

者
の
観
光
拠
点
地
の
商
業
活
動
へ
の
参
入
環

境
づ
く
り
を
図
る
と
と
も
に
、
観
光
拠
点
地

の
更
な
る
交
流
と
に
ぎ
わ
い
の
場
を
つ
く

り
、
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

周
防
大
島
町
総
合
交
流
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設

（
道
の
駅
）
構
内
で
実
施
す
る
チ
ャ
レ
ン
ジ

シ
ョ
ッ
プ
使
用
者
の
募
集
を
し
ま
す
。

■
事
業
主
体
・
管
理
責
任
者

　

商
工
観
光
課
・
周
防
大
島
町
総
合
交
流

タ
ー
ミ
ナ
ル
指
定
管
理
者

■
名
称

　

チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ
道
の
駅
サ
ザ
ン
セ

ト
と
う
わ

■
場
所

　

周
防
大
島
町
西
方
１
９
５
８
‐
７
７

■
募
集
店
舗
数

　

５
店
舗
（
１
店
舗
当
た
り
９
・
９
４
㎡
）

■
募
集
業
種

　

店
舗
に
お
い
て
商
品
の
販
売
ま
た
は
飲
食

も
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
と
し
ま

す
。
た
だ
し
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
23
年
法
律

第
１
２
２
号
）
第
２
条
（
第
13
条
第
４
号
を
除

く
）
に
規
定
す
る
営
業
を
除
き
ま
す
。

■
入
居
開
始
予
定

　

令
和
５
年
４
月
中
旬
以
降

■
使
用
料
（
建
物
等
）

　

月
額
１
万
２
０
０
０
円
（
消
費
税
を
含
む
）

※�

使
用
料
、
水
道
料
、
電
気
料
、
下
水
道
料

は
道
の
駅
「
指
定
管
理
者
」
に
納
入
。

■
使
用
期
間

⑴�

チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ
の
使
用
期
間
は
２

年
間
と
し
ま
す
。

⑵�
使
用
者
の
申
請
に
よ
り
町
長
が
必
要
と
認

め
た
と
き
は
、
最
大
で
２
年
間
延
長
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
応
募
資
格

⑴
新
規
起
業
者
で
あ
る
こ
と

⑵�

周
防
大
島
町
に
住
所
を
有
す
る
方
（
応
募

時
に
周
防
大
島
町
外
の
住
所
で
あ
っ
て

も
、
使
用
承
認
後
、
周
防
大
島
町
内
に
住

民
票
を
移
す
こ
と
が
で
き
る
方
）

⑶
個
人
、
グ
ル
ー
プ
ま
た
は
法
人

⑷
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

⑸�

申
込
者
ま
た
は
そ
の
方
の
関
係
者
が
、
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
77
号
）

第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
で

な
い
こ
と

⑹�

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
４
第

１
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
方

⑺�

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
４
第

２
項
各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
事

実
が
あ
っ
た
後
２
年
を
経
過
し
な
い
方
で

な
い
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
方
を
代
理
人
、

支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
す

る
方
で
な
い
こ
と

⑻�

民
事
再
生
法
第
21
条
第
１
項
ま
た
は
第
２

項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
き
開
始
の
申

し
立
て
を
し
て
な
い
方
ま
た
は
申
し
立
て

を
な
さ
れ
て
い
な
い
方

⑼�

会
社
更
生
法
第
17
条
第
１
項
ま
た
は
第
２
項

の
規
定
に
よ
る
更
正
手
続
開
始
の
申
し
立
て

を
し
て
い
な
い
方
ま
た
は
更
正
手
続
き
開
始

の
申
し
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
方

⑽�

チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ
道
の
駅
サ
ザ
ン
セ

ト
と
う
わ
の
現
出
店
者
お
よ
び
過
去
の
出

店
者
で
な
い
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
方
を
代

理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て

使
用
す
る
方
で
な
い
こ
と

⑾�

町
、
周
防
大
島
町
総
合
交
流
タ
ー
ミ
ナ
ル
指

定
管
理
者
の
指
示
ま
た
は
要
請
に
、
正
当
な

理
由
な
く
協
力
し
な
い
方
で
な
い
こ
と

■
応
募
書
類

⑴
使
用
申
請
書

⑵
事
業
計
画
（
企
画
）
書

⑶
収
支
予
算
書

⑷
団
体
等
調
書
（
グ
ル
ー
プ
・
法
人
の
場
合
）

※�
様
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

⑸
納
税
証
明
書

■
申
し
込
み
方
法

　

原
則
直
接
お
届
け
く
だ
さ
い
。（
原
則
郵

送
不
可
）

※�

申
し
込
み
時
点
で
遠
方
に
居
住
し
て
い
る

等
の
特
別
な
理
由
に
よ
り
申
込
書
類
の
持

参
が
困
難
な
場
合
は
、
事
前
に
商
工
観
光

課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
期
間

　

５
月
20
日
㈮
～
６
月
20
㈪
ま
で

　

平
日�

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※�

申
し
込
み
期
間
終
了
後
は
、
い
か
な
る
理

由
が
あ
っ
て
も
受
け
付
け
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

※�

新
規
起
業
者
の
取
扱
い
、
そ
の
他
募
集
に

つ
い
て
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
商
工
観
光
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

〒
７
４
２
‐
２
３
０
１

　

周
防
大
島
町
久
賀
５
１
３
４
（
久
賀
庁
舎

２
階
）

　

商
工
観
光
課�

公
共
施
設
管
理
班

　

☎
０
８
２
０
（
79
）
１
０
０
３

道
の
駅
サ
ザ
ン
セ
ト
と
う
わ

チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ
使
用
者
を
募
集
し
ま
す

▲道の駅サザンセトとうわ


